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川崎市競争入札参加者選定規程の 

一部改正について意見を募集します 

  

１ 意見の募集 

川崎市では、現在、川崎市競争入札参加者選定規程に規定する等級区分及び発注標準

金額について、見直しを検討しています。 

等級区分及び発注標準金額を見直すに当たり、改正の基本的な考え方や見直しの内容

について、市民の皆様の御意見を伺うものです。 

      

  

（（１１））募募集集期期間間  令令和和７７年年１１１１月月２２００日日（（木木））～～  令令和和７７年年１１２２月月２２２２日日（（月月））ままでで  

  
（（２２））閲閲覧覧場場所所  川川崎崎市市ホホーームムペペーージジ、、各各区区役役所所（（市市政政資資料料ココーーナナーー））  

                情情報報ププララザザ（（川川崎崎市市役役所所本本庁庁舎舎復復元元棟棟２２階階））  

川川崎崎市市財財政政局局資資産産管管理理部部契契約約課課（（川川崎崎市市役役所所本本庁庁舎舎１１６６階階））  

  

（（３３））提提出出方方法法  御御意意見見はは次次ののいいずずれれかかのの方方法法にによよりり提提出出ししててくくだだささいい。。  

アア  電電子子メメーールル（（専専用用フフォォーームム））  

市市ホホーームムペペーージジののパパブブリリッッククココメメンントト専専用用ペペーージジかからら所所定定のの方方法法にによよりり送送信信  

イイ  郵郵送送又又はは持持参参  

〒〒２２１１００－－８８５５７７７７  川川崎崎市市川川崎崎区区宮宮本本町町１１番番地地  

川川崎崎市市財財政政局局資資産産管管理理部部契契約約課課（（川川崎崎市市役役所所本本庁庁舎舎１１６６階階））  

ウウ  ＦＦＡＡＸＸ  

ＦＦＡＡＸＸ番番号号  ００４４４４－－２２００００－－９９９９００１１  

  

【【注注意意事事項項】】  

  ・・意意見見書書のの書書式式はは自自由由でですすがが、、必必ずず「「題題名名」」、、「「氏氏名名（（法法人人又又はは団団体体のの場場合合はは、、名名称称及及

びび代代表表者者のの氏氏名名））」」及及びび「「連連絡絡先先（（電電話話番番号号、、ＦＦＡＡＸＸ番番号号、、メメーールルアアドドレレスス又又はは住住所所））」」

をを明明記記ししててくくだだささいい。。（（別別添添「「意意見見書書」」をを御御活活用用頂頂いいててもも結結構構でですす。。））  

  ・・電電話話やや来来庁庁にによよるる口口頭頭ででのの御御意意見見ははおお受受けけででききまませせんんののでで御御了了承承くくだだささいい。。  

  ・・御御意意見見にに対対すするる個個別別回回答答ははいいたたししまませせんんののでで、、御御了了承承くくだだささいい。。  
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２ 工事の発注における等級区分の見直し及び等級区分に対応する発注標準金額の見

直しについて 

現在本市では、工事において競争入札参加資格審査申請の申請者の数が多い業種に

ついては、等級区分を定め、入札参加資格としているところです。等級区分は、各々

発注標準金額を定め、原則、工事の規模（予定価格）に応じた等級区分への発注を行

っております。 
公共工事を取り巻く状況は、社会情勢等の変化に起因した資材単価や労務単価等の

高騰による工事費の上昇や、令和６年における、持続可能な建設業の実現と、そのた

めに必要な担い手の確保を目的とした担い手３法の改正等、大きく変化しております。 
これらの状況で、社会情勢等を踏まえた入札参加資格を設定し、本市発注工事の品

質の向上を図るため、等級区分や発注標準金額の見直しを行います。見直しの内容は

次のとおりです。なお、見直し後の等級区分及び発注標準金額による発注は、令和９

年度契約となる案件から行う予定です。 
 
（１）各業種の等級区分に対応する発注標準金額の見直しについて 
  近年の資材単価や労務費の高騰等や発注状況を加味し、各業種の等級区分に対応す

る発注標準金額の見直しを行います。現在の等級区分とそれらに対応する発注標準金

額は、別紙１のとおりです。 
 
（２） 業種「水道施設」の等級区分の見直しについて 

業種「水道施設」については、現在、３等級（Ａ・Ｂ・Ｃ）で設定しておりますが、

近年の登録事業者数や発注状況も加味し、４等級（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）の設定への変更

を行う予定です。 
 

３ 物品の等級区分の廃止について 

現在本市では、物品（製造請負契約・物件の買入れ契約等）においては、有資格者 
における等級区分（「Ａ・Ｂ・Ｃ」のランク）ごとに、発注の目安となる発注標準金額

を定め、等級区分に応じて参加できる入札案件の規模や種類を示しています。 
しかしながら、インターネットの普及や技術革新、物流網の整備により、従業員数 

や資本金、財務状況を基に算出した等級区分によって事業者の適正な受注能力を判断

することは困難な状況となっており、自治体側で一律に参加制限を設ける必要性が薄

れたため、令和９年度契約となる案件から「物品」の区分における有資格者の等級区

分及び等級区分に応じた発注標準金額を廃止する予定です。現在の等級区分とそれら

に対応する発注標準金額は、別紙２のとおりです。 
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４ 川崎市競争入札参加者選定規程の一部改正について 

 

上記２及び３を踏まえ、川崎市競争入札参加者選定規程の一部を変更する予定です。 

変更の対象となる箇所は次のとおりです。 

 

別表第３（第３条、第６条関係） 

  １ 工事請負契約 

 

  ３ 製造請負契約・物件買入れ契約等 

 



 

別紙１ 

 

業種 等級 発注標準金額 

土木工事 

Ａ 7,000万円以上 

Ｂ 2,500万円以上7,000万円未満 

Ｃ  1,200万円以上2,500万円未満 

Ｄ  1,200万円未満 

下水道管きょ工事 

Ａ  8,000万円以上 

Ｂ  3,500万円以上8,000万円未満 

Ｃ  800万円以上3,500万円未満 

Ｄ  800万円未満 

舗装工事 

Ａ  3,500万円以上 

Ｂ  1,200万円以上3,500万円未満 

Ｃ  1,200万円未満 

建築工事 

Ａ  3億5,000万円以上 

Ｂ 8,000万円以上3億5,000万円円未満 

Ｃ  1,500万円以上8,000万円未満 

Ｄ 1,500万円未満 

電気工事 

Ａ 6,000万円以上 

Ｂ  1,800万円以上6,000万円未満 

Ｃ  1,800万円未満 

空調衛生工事 

Ａ  6,000万円以上 

Ｂ  1,800万円以上6,000万円未満 

Ｃ  1,800万円未満 

水道施設工事 

Ａ  9,000万円以上 

Ｂ  3,000万円以上9,000万円未満 

Ｃ  3,000万円未満 

その他の工事   等級区分なし。 

 



  

別紙２ 

 

業種 等級 発注標準金額 

回収資材売払  等級区分なし。 

回収資材売払以外の

製造請負・物件買入れ

等 

Ａ  1,500 万円以上 

Ａ、Ｂ 500 万円以上 1,500 万円未満 

Ａ、Ｂ、Ｃ 500 万円未満 

 

 


